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技術報文

一体型複合遮水シートによる管理型海面処分場遮水工の概要

東洋建設(掛前田 敏

1. はじめに

管理型海面処分場は、主に大都市圏内陸部での廃棄物最終処分場の確保が、現状ではますます

困難な状況となっているため、港湾整備事業の一環として今後も引き続き計画的に整備されるも

のと思われる。また、安定型を含む海面処分場は、大都市周辺の港湾区域内に比較的大規模に造

成されることが多く、例えば大阪湾広域臨海環境整備センターでは、これまでに尼崎沖・泉大津

沖・神戸沖で埋立処分場を整備し、 1990年 l月から尼崎沖で廃棄物受入を開始しており、現在は

大阪沖の新島地区で埋立処分場の建設を進めている。これら 4地区の合計埋立面積は、約 500ha、

埋立容量は約 7600万m3となっている。この他、東京湾の新海面処分場を初め、広島港出島地区

処分場、那覇港処分場など全国各地で整備が進められており、すでに平成 15年 1月までに港湾整

備事業として 81港 104箇所の海面処分場が整備されている。

このように管理型海面処分場は、大都市周辺部で比較的大規模に造成が可能であり、遮水性基

盤となりうる粘性土地盤を底部遮水として活用できるなど処分場建設にとって有利な面が多い。

しかし、海上での建設となるため、 j皮浪・潮汐・風などの海象・気象条件や、処分場内外の水位

差による静水圧、軟弱地盤による地盤沈下や地震の影響等の厳しい自然条件下にある。このため、

管理型海面処分場の建設では、特に、埋立護岸および遮水工の構造や施工方法を決定するに当た

って、これらの自然条件に対する十分な検討が必要である。

ここでは、管理型海面処分場の護岸遮水工として実績が増えている PVCシート等のジオメンブ

レンを材料とした二重の遮水シートによる遮水工に対して、さらに軟弱地盤等での沈下や地震時

の地盤の変形に対する追随性や遮水性に優れた遮水シートとして開発した一体型複合遮水シート

(一体型トリプルライナー 1))の概要について述べる。

2. 管理型海面処分場の埋立護岸と遮水工の構造概要

管理型海面処分場の埋立護岸と遮水工の構造については、平成 10年 6月の「一般廃棄物の最終

処分場および産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令jの一部改正(以下、改正

命令と称す)により、表面遮水工としての遮水層の構造基準が遮水性や安全性において従来より厳

しく規定されたことを受けて、平成 12年 11月に「管理型廃棄物埋立護岸の設計・施工・管理マ

ニュアル」日)(以下、管理型護岸マニュアルと称す)が発刊され、改正命令の主旨に基づいて管理

型廃棄物埋立護岸の構造が規定された。

この管理型護岸マニュアルに示されている主な護岸遮水工の構造例を図ー 1および図-2に示

す。このように、護岸遮水工として遮水シートを用いた重力式または捨石式護岸の他、鋼(管)矢

板を鉛直遮水工と護岸本体工とに兼ねた二重鋼(管)矢板式護岸などがあり、各地での実績もそれ

ぞれ増えている。これらの護岸遮水工の内、二重遮水シートを用いた施工事例として、旧川之江

市(現四国中央市)西部産業廃棄物最終処分場の護岸遮水工の断面例を図ー 3に示す。ただし、

この事例での基礎地盤は透水性地盤であり、底部遮水も二重の遮水シート工法とし、護岸斜面部

での中間保護層の層厚は 2.4'""'3.0m、上部被覆層は3.8'""'5. Omとなっている。
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